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教  育  目  標  

 

１ ． ス ク ー ル ・ ミ ッ シ ョ ン  

「 校 是 『 至 誠 』 の も と 、 何 事 に も 誠 心 誠 意 全 力 で 打 ち 込 む 生 徒 を 育 成 す る

た め 、 主 体 性 の 向 上 、 高 い 進 路 希 望 の 実 現 」 を 教 育 目 標 と し 、 探 究 的 活 動 、

海 外 学 校 間 交 流 等 、 特 色 あ る 教 育 活 動 を 展 開 し 、 自 己 発 見 、 自 己 実 現 、 自 分

と 世 界 を 自 分 で 創 る 力 を 育 成 し ま す 。   

 

２ ． 教 育 目 標  

(1 )  校 是 「 至 誠 」 に 鑑 み 、 何 事 に お い て も 真 心 や 誠 実 さ を 持 っ て 行 動 で き る

態 度 を 育 む 。  

( 2 )  基 礎 的 ・ 基 本 的 な 知 識 ・ 技 能 の も と に 、 主 体 性 を も っ て 学 習 に 取 り 組 み 、

課 題 を 解 決 す る 学 力 を 育 む 。  

(3 )  他 人 に 対 し て 思 い や り を 持 ち 、 熟 慮 し て 行 動 で き る 、 品 の あ る 豊 か な 心

を 育 む 。  

(4 )  文 武 両 道 を 旨 と し 、 基 本 的 な 生 活 習 慣 を 身 に 付 け 、 心 身 共 に 健 康 な 体 を

育 む 。  

 

３  ス ク ー ル ・ ポ リ シ ー  

(1 )  グ ラ デ ュ エ ー シ ョ ン ・ ポ リ シ ー  

  将 来 へ の 目 的 意 識 を は っ き り 持 ち 、 積 極 的 に 考 え 行 動 し 自 ら 進 路 を 切 り 開

く 力 の 育 成  

(2 )  カ リ キ ュ ラ ム ・ ポ リ シ ー  

基 礎 的 ・ 基 本 的 な 知 識 を 幅 広 く 身 に 付 け さ せ 、 将 来 の 進 路 を 決 定 す る 基 盤

を 作 り 、 国 公 立 大 学 入 試 に も 対 応 で き る カ リ キ ュ ラ ム  

(3 )  ア ド ミ ッ シ ョ ン ・ ポ リ シ ー  

幅 広 い 分 野 に 興 味 を 持 ち 、 主 体 的 に 学 習 、 行 事 、 部 活 動 に 積 極 的 に 取 り 組

む 生 徒  

 

４  学 校 生 活 を 送 る う え で 生 徒 に 必 要 な こ と  

  ○ 統 一 さ れ た 生 活 指 導 方 針 に 基 づ き 校 則 を 遵 守 す る 。 特 に 、 遅 刻 を し な い

よ う 心 が け る 。  

  ○ 学 校 行 事 な ど の 特 別 活 動 を 通 し て 、 協 調 や 協 働 の 中 で 、 主 体 性 を も っ て

積 極 的 に 学 校 生 活 に 取 り 組 む 。  

  ○ い じ め や 窃 盗 な ど を し な い 。 そ の た め 、 集 会 や ホ ー ム ル ー ム な ど を 通 じ
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て 人 権 ・ 規 範 意 識 を 高 め る 。  

○ 学 習 活 動 と 両 立 で き る メ リ ハ リ の あ る 部 活 動 が で き る よ う に す る 。  

  ○ ２ ０ ２ ０ オ リ ン ピ ッ ク ・ パ ラ リ ン ピ ッ ク に 関 わ る 活 動 を 通 し て 、 ボ ラ ン

テ ィ ア マ イ ン ド を 醸 成 し 、 障 害 者 理 解 、 国 際 理 解 を 深 め る 。  

  ○ 適 切 な 学 校 保 健 安 全 計 画 の 下 、 保 健 講 話 や セ ー フ テ ィ 教 室 な ど を 通 じ て

健 康 保 持 の 意 識 を 高 め る 。  

  ○ 自 ら の 心 身 の 状 況 を き め 細 か く 把 握 す る た め 、 ス ク ー ル カ ウ ン セ ラ ー や

養 護 教 諭 、 生 活 指 導 部 担 当 教 員 な ど 学 校 の 教 育 相 談 体 制 を 積 極 的 に 活 用

す る 。  

  ○ 保 健 体 育 の 授 業 に 積 極 的 に 取 り 組 み 、 日 頃 の 生 活 習 慣 を 見 直 す な ど し て

体 力 向 上 を 図 る 。  
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校    歌  
作 詞  佐 々 木 信 綱  
作 曲  山 田  耕 筰  

 

 

１ ． 流 れ は 清 し 千 川  岸 の 桜  か が よ ふ  

      相 む つ ぶ  心  う る は し く  

     至 誠 に 生 き  至 誠 を 胸 に  い ざ 我 ら 共 に  

        豊 島 高 校 の 光 を 添 へ む  

 
 
 

         ２ ． 丘 の 辺 み ど り 色 こ く  空 は 遠 く  澄 み 澄 む  

               相 き そ ふ  若 さ  す こ や か に  

              正 義 に 生 き  正 義 を 胸 に  い ざ 我 ら 共 に  

                 豊 島 高 校 の 誉 を 挙 げ む  
 
 
 

   ３ ． 雲 井 に 仰 ぐ 富 士 の 嶺  理 想 高 く  か か げ つ  

          勤 し み て  学 び  た ゆ み な く  

         希 望 に 生 き  希 望 を 胸 に  い ざ 我 ら 共 に  

            豊 島 高 校 の 栄 を ま さ む  
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沿  革  

 

昭 和  

11 . 1. 14   東 京 府 立 第 十 高 等 女 学 校 設 立 認 可  

11 . 1. 25   野 間 忠 雄 初 代 校 長 就 任  

11 . 4. 15   赤 坂 区 旧 青 山 師 範 学 校 仮 校 舎 に て 最 初 の 入 学 式 挙 行  

16 . 3. 29   講 堂 完 成 を 待 ち 第 １ 回 卒 業 式 挙 行 (2 42 名 )  

16 . 4. 15     同 窓 会 に よ る 研 究 科 を 開 設  

18 . 4.  1     東 京 府 立 第 十 高 等 女 学 校 第 ２ 部  (夜 間 部 )開 設  

18 . 7.  1     都 制 実 施 に よ り 校 名 を 東 京 都 立 第 十 高 等 女 学 校 と 改 称  

19 . 3.  1     東 京 都 立 第 十 高 等 女 学 校 保 育 所 開 設 研 究 科 廃 止  

19 . 4.  1    修 業 年 限 を ４ ヶ 年 に 短 縮  

20 . 3. 31    保 育 所 閉 鎖  

21 . 4.  1     修 業 年 限 ５ ヶ 年 に 復 帰  

23 . 3. 24     併 設 中 学 校 第 １ 回 卒 業 式 挙 行 (3 95 名 )  

23 . 4.  1     学 制 改 革 に 伴 い 修 業 年 限 ３ ヶ 年  

      東 京 都 立 第 十 女 子 新 制 高 等 学 校 と 改 称  

24 . 3. 25    高 等 学 校 第 １ 回 卒 業 式 挙 行 (53 名 )  

24 . 3. 31    高 等 女 学 校 、 中 学 校 廃 止  

24 . 4.  1     男 女 共 学 を 実 施  

24 . 6. 20     土 屋 順 三 第 ２ 代 校 長 に 就 任  

25 . 1. 26    東 京 都 立 豊 島 高 等 学 校 と 改 称  

25 . 4. 15     東 京 都 立 豊 島 高 等 学 校 校 章 制 定  

25 . 7. 31     校 地 拡 張  

25 .1 0. 28     東 京 都 立 豊 島 高 等 学 校 校 歌 制 定  

30 . 3. 18     20 周 年 記 念 図 書 館 竣 工  

30 .1 0.  1     田 中 喜 一 郎 第 ３ 代 校 長 に 就 任  

33 . 3. 16     第 1 0 回 卒 業 式 挙 行 (4 09 名 )  

33 . 4.  1     吉 松 国 雄 第 ４ 代 校 長 に 就 任  

36 . 9.  1     25 周 年 記 念 プ ー ル 峻 工  

39 . 4.  1     鈴 木 当 之 第 ５ 代 校 長 に 就 任  

40 . 8. 30     30 周 年 記 念 生 徒 ホ ー ル 竣 工  

41 . 4.  1     池 田 文 雄 第 ６ 代 校 長 に 就 任  

43 . 3. 10     第 2 0 回 卒 業 式 挙 行 (4 19 名 )  

45 . 4.  1     田 渕 秀 義 第 ７ 代 校 長 に 就 任  
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46 . 3. 31     新 校 舎 第 一 期 工 事 、 新 体 育 館 峻 工  

47 . 4. 17   食 堂 な ら び に 給 食 室 竣 工  

47 . 6.  8     新 校 舎 第 二 期 工 事 峻 工  

48 . 3. 31     新 校 舎 第 三 期 工 事 峻 工  

49 . 4.  1     河 本 尚 第 ８ 代 校 長 就 任  

51 . 5. 14     40 周 年 記 念 行 事 「 歩 こ う 会 」 実 施  

53 . 3. 10     第 3 0 回 卒 業 式 挙 行 (3 58 名 )  

53 . 4.  1     尾 上 知 明 第 ９ 代 校 長 に 就 任  

56 . 4.  1     伊 藤 政 貞 第 1 0 代 校 長 に 就 任  

57 . 3. 27     南 校 舎 増 築 、 体 育 館 ス テ ー ジ 、 正 面 玄 関 、 化 学 薬 品 庫 、 生 徒 ホ

ー ル 改 築 工 事 完 成  

60 . 4.  1     上 里 照 邦 第 1 1 代 校 長 に 就 任  

61 .1 0. 31     50 周 年 記 念 庭 園 竣 工  

61 .1 1.  8     50 周 年 記 念 式 挙 行  

63 . 3. 15     第 4 0 回 卒 業 式 挙 行 (3 83 名 )  

 

平 成  

元   4.  1    小 川 一 郎 第 1 2 代 校 長 に 就 任  

2.  1 .2 1    ピ ロ テ ィ ー 部 分 内 部 改 装 完 成  

3.  3 .3 1    格 技 棟 竣 工  

      校 内 公 募 に よ り 豊 誠 館 と 命 名  

4.  4 . 1    松 村 登 喜 男 第 1 3 代 校 長 に 就 任  

7.  4 . 1    小 田 幸 世 第 1 4 代 校 長 に 就 任  

8. 11 .1 6    60 周 年 記 念 式 挙 行  

9.  4 . 1    中 間 健 太 第 1 5 代 校 長 に 就 任  

10 . 3. 13     第 5 0 回 卒 業 式 挙 行 (2 82 名 )  

13 . 4.  1     中 村 洋 一 第 1 6 代 校 長 に 就 任  

17 . 4.  1     渡 邉 健 治 第 1 7 代 校 長 に 就 任  

18 .1 1. 18     70 周 年 記 念 式 挙 行  

20 . 3.  8     第 6 0 回 卒 業 式 挙 行 (2 35 名 )  

20 . 4.  1     島 田 悦 郎 第 1 8 代 校 長 に 就 任  

22 . 4.  1     不 殿 譲 第 1 9 代 校 長 に 就 任  

24 . 4.  1     小 宮 山 英 明 第 2 0 代 校 長 に 就 任  

27 . 4.  1     林 眞 司 第 2 1 代 校 長 に 就 任  

28 .1 0. 26     80 周 年 記 念 式 典 挙 行  



 

- 7 - 

30 . 3. 10     第 7 0 回 卒 業 式 挙 行 （ 275 名 ）  

30 . 4.  1   大 山 敏 第 2 2 代 校 長 に 就 任  

 

令 和  

3. 10 .2 6    新 校 舎 ・ 体 育 館 ・ 給 食 棟 改 築 工 事 完 成  

5.  4 . 1    原 田 能 成 第 2 3 代 校 長 に 就 任  

 6 . 3. 29     グ ラ ウ ン ド ・ テ ニ ス コ ー ト 完 成  

7.  4 . 1    堀 口 俊 英 第 2 4 代 校 長 に 就 任  
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時 程  

朝 学 習 ・ SHR 8:20

１ 校 時 8:40 ～ 9:30

２ 校 時 9:40 ～ 10:30

３ 校 時 10:40 ～ 11:30

４ 校 時 11:40 ～ 12:30

昼 食 休 憩 12:30 ～ 13:10

予 鈴 13:10

５ 校 時 13:15 ～ 14:05

６ 校 時 14:15 ～ 15:05

７ 校 時 15:15 ～ 16:05

下 校 17:00
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教育課程表（令和５年度入学生）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学　　年 ※科目ご

各教科 類　　型 との履修

・科目 必履修・選択 必履修 学校必履修 必履修 学校必履修 必履修 学校必履修 自由選択 単位総数

2 2(8) 2

2 2(8) 2

4 2(8) 2(8) 4

4 0

4 0

4 3(12) 3

2 2(8) 2

3 2(1) 0～2

2 2(8) 2

3 3(4)△ 0～3

3 3(2)△ 0～3

2 2(8) 2

2 0

2 2(3) 0～2

3 3(12) 3

4 3(8) 3

3 4(2) 0～4

2 2(8) 2

2 2(12) 2

2 1(8) 1

2 0

2 2(8) 2

4 3(3)△ 2(2) 0～5

2 2(8) 2

4 4(2) 0～4

2 2(8) 2

4 3(3)△ 2(2) 0～5

2 0

4 0

7～8 2(8) 3(8) 2(16) 7

2 1(8) 1(8) 2

2 2(7)★ 0～2

2 0

2 0

2 2(5)★ 0～2

2 0

2 0

2 0

2 0

2 0

2 2(4)★ 0～2

2 0

2 0書 道 Ⅲ

美 術 Ⅲ

工 芸 Ⅰ

工 芸 Ⅱ

工 芸 Ⅲ

書 道 Ⅰ

書 道 Ⅱ

地 学

保健
体育

体 育

保 健

芸
　
　
　
　
　
術

音 楽 Ⅰ

音 楽 Ⅱ

音 楽 Ⅲ

美 術 Ⅰ

美 術 Ⅱ

数 学 Ｃ

 
理
　
　
　
　
　
科

科学と人間生活

物 理 基 礎

物 理

化 学 基 礎

化 学

生 物 基 礎

生 物

地 学 基 礎

公
　
民

公 共

倫 理

政 治 ・ 経 済

数
　
　
学

数 学 Ⅰ

数 学 Ⅱ

数 学 Ⅲ

数 学 Ａ

数 学 Ｂ

地
理
歴
史

地 理 総 合

地 理 探 究

歴 史 総 合

日 本 史 探 究

世 界 史 探 究

 
国
　
　
語

現 代 の 国 語

言 語 文 化

論 理 国 語

文 学 国 語

国 語 表 現

古 典 探 究

標準
単位
数

１学年 ２学年 ３学年
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学　　年 ※科目ご

各教科 類　　型 との履修

・科目 必履修・選択 必履修 学校必履修 必履修 学校必履修 必履修 学校必履修 自由選択 単位総数

3 3(8) 3

4 4(8) 4

4 4(8) 4

2 2(16) 2

2 2(12) 2

2 2(8) 2

2 2(16) 2

4 0

2 2(8) 2

2 2(1) 0～2

1 1(8) 1

2～5 0

2 2(3) 0～2

2 2(3) 0～2

4 4(3) 0～4

1～2 0

2 2(1) 0～2

2 2(2) 0～2

4 4(2) 0～4

2 2(1) 0～2

4 4(2) 0～4

2 2(1) 0～2

2 2(1) 0～2

4 4(1) 0～4

4 4(1) 0～4

2 2(1) 0～2

2 2(1) 0～2

2 2(1) 0～2

2 2(1) 0～2

2 2(1) 0～2

2 2(1) 0～2

体育 2 2(1) 0～2

芸術 2 2(1) 0～2

2 2(6) 0～2

2 2(2) 0～2

2 2(1) 0～2

2 2(1) 0～2

情報 2 2(1) 0～2

人間と社会 1

78～88

0

3～6 2

3

83～93

英
語

家
庭

29

備　考　

(1)１学年芸術：★から１科目選択
(2)「人間と社会」は「総合的な探究の時間」（１学年、１単位分）によって実施する。
(3)「総合的な探究の時間」（２学年、１単位分）は「理数探究基礎」（２学年、１単位
分）によって実施する。
(4)必履修選択科目△（日本史探究・世界史探究・物理・生物）から１科目選択する。
(5)論理国語は、２学年（２単位）及び３学年（２単位）の４単位をもって科目履修とな
る。
(6)２年次に物理・生物を選択した生徒は、３年次に同一科目を分割履修することとす
る。物理及び生物は、2学年（3単位

生徒一人当たりの履修単位数計 31 32 20～30

習熟度別授業
少人数指導授業

(1)古典探究（２学年３単位）において、習熟度別授業を２クラス３展開で実施
(2)数学Ⅰ（１学年３単位）において、習熟度別授業を２クラス３展開で実施
(3)体育（３学年２単位）において、少人数指導授業を２クラス４展開で実施
(4)論理・表現Ⅰ（１学年２単位）において少人数制授業１クラス２展開で実施
(5)論理・表現Ⅱ（２学年２単位）において、習熟度別授業を２クラス３展開で実施
(6)家庭基礎（２学年２単位）において少人数制授業１クラス２展開で実施

1 1

江戸から東京へ

数
学

ホ ー ム ル ー ム 活 動 1

英 語 演 習 発 展

音 楽 表 現

情 報 Ⅰ 演 習

化 学 演 習
理
科

0 0

生 物 演 習

ス ポ ー ツ 演 習

英 語 演 習 基 礎

1

専門教科･科目単位数計

保 育

食 生 活

人 間 と 社 会

18～2831共通教科･科目単位数計

総合的な探究の時間 1

数 学 Ⅰ Ａ 演 習

数 学 Ⅱ Ｂ Ｃ 演 習

数 学 演 習 α

数 学 演 習 β

理 系 数 学 C

0

生 物 基 礎 演 習

化 学 基 礎 演 習

物 理 演 習

日 本 史 演 習

日 本 史 特 講

世 界 史 演 習

理
数

理 数 探 究 基 礎

理 数 探 究

現 代 文 演 習

地
理
歴
史

古 文 演 習

世 界 史 特 講

家 庭 基 礎

家 庭 総 合

情
報

情 報 Ⅰ

情 報 Ⅱ

地 理 演 習

国
語

古 典 講 読

家
庭

外
　
国
　
語

英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ

英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ

英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅢ

論 理 ・ 表 現 Ⅰ

論 理 ・ 表 現 Ⅱ

論 理 ・ 表 現 Ⅲ

標準
単位
数

１学年 ２学年 ３学年
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教育課程表（令和６年度入学生）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学　　年 ※科目ご

各教科 類　　型 との履修

・科目 必履修・選択 必履修 学校必履修 必履修 学校必履修 必履修 学校必履修 自由選択 単位総数

2 2(8) 2

2 2(8) 2

4 2(8) 2(8) 4

4 0

4 0

4 3(12) 3

2 2(8) 2

3 2(1) 0～2

2 2(8) 2

3 3(3)△ 0～3

3 3(3)△ 0～3

2 2(8) 2

2 0

2 2(3) 0～2

3 3(12) 3

4 3(8) 3

3 4(2) 0～4

2 2(8) 2

2 2(8) 2

2 1(8) 1

2 0

2 2(8) 2

4 3(2)△ 0～3

2 2(8) 2

4 4(2) 0～4

2 2(8) 2

4 3(2)△ 0～3

2 0

4 0

7～8 3(8) 3(8) 2(16) 8

2 1(8) 1(8) 2

2 2(7)★ 0～2

2 0

2 0

2 2(5)★ 0～2

2 0

2 0

2 0

2 0

2 0

2 2(4)★ 0～2

2 0

2 0

美 術 Ⅲ

工 芸 Ⅰ

工 芸 Ⅱ

工 芸 Ⅲ

書 道 Ⅰ

書 道 Ⅱ

保健
体育

体 育

保 健

芸
　
　
　
　
　
術

音 楽 Ⅰ

音 楽 Ⅱ

音 楽 Ⅲ

美 術 Ⅰ

美 術 Ⅱ

書 道 Ⅲ

 
理
　
　
　
　
　
科

科学と人間生活

物 理 基 礎

物 理

化 学 基 礎

化 学

生 物 基 礎

生 物

地 学 基 礎

地 学

数
　
　
学

数 学 Ⅰ

数 学 Ⅱ

数 学 Ⅲ

数 学 Ａ

数 学 Ｂ

数 学 Ｃ

世 界 史 探 究

公
　
民

公 共

倫 理

政 治 ・ 経 済

地
理
歴
史

国 語 表 現

古 典 探 究

地 理 総 合

地 理 探 究

歴 史 総 合

日 本 史 探 究

標準
単位
数

１学年 ２学年 ３学年

 
国
　
　
語

現 代 の 国 語

言 語 文 化

論 理 国 語

文 学 国 語
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学　　年 ※科目ご

各教科 類　　型 との履修

・科目 必履修・選択 必履修 学校必履修 必履修 学校必履修 必履修 学校必履修 自由選択 単位総数

3 3(8) 3

4 4(8) 4

4 4(8) 4

2 2(16) 2

2 2(12) 2

2 2(8) 2

2 2(16) 2

4 0

2 2(8) 2

2 2(1) 0～2

1 1(8) 1

2～5 0

2 2(3) 0～2

2 2(1) 0～2

2 2(3) 0～2

4 4(3) 0～4

1～2 0

2 2(1) 0～2

2 2(2) 0～2

4 4(2) 0～4

2 2(1) 0～2

4 4(2) 0～4

2 2(1) 0～2

2 2(1) 0～2

4 4(1) 0～4

4 4(1) 0～4

2 2(1) 0～2

2 2(1) 0～2

2 2(1) 0～2

2 2(1) 0～2

2 2(1) 0～2

2 2(1) 0～2

2 2(1) 0～2

2 2(1) 0～2

体育 2 2(1) 0～2

芸術 2 2(1) 0～2

2 2(6) 0～2

2 2(2) 0～2

2 2(1) 0～2

2 2(1) 0～2

情報 2 2(1) 0～2

人間と社会 1 0

79～89

0

3～6 2

3

84～94

生 物 基 礎 演 習

物 理 特 講

生徒一人当たりの履修単位数計

習熟度別授業
少人数指導授業

備　考　

(1)古典探究（２学年３単位）において、習熟度別授業を２クラス３展開で実施
(2)数学Ⅰ（１学年３単位）において、習熟度別授業を２クラス３展開で実施
(3)体育（３学年２単位）において、少人数指導授業を２クラス４展開で実施
(4)論理・表現Ⅰ（１学年２単位）において少人数制授業１クラス２展開で実施
(5)論理・表現Ⅱ（２学年２単位）において、習熟度別授業を２クラス３展開で実施
(6)家庭基礎（２学年２単位）において少人数制授業１クラス２展開で実施

32 32 20～30

1

(1)１学年芸術：★から１科目選択
(2)「人間と社会」は「総合的な探究の時間」（１学年、１単位分）によって実施する。
(3)「総合的な探究の時間」（２学年、１単位分）は「理数探究基礎」（２学年、１単位分）によって
実施する。
(4)必履修選択科目△（日本史探究・世界史探究・物理・生物）から１科目選択する。
(5)論理国語は、２学年（２単位）及び３学年（２単位）の４単位をもって科目履修となる。
(6)3学年自選科目は8単位以上18単位以下とする。

国
語

地
理
歴
史

江戸から東京へ

数
学

理
科

英
語 英 語 演 習 発 展

物 理 演 習

化 学 基 礎 演 習

生 物 演 習

30 31 18～28

保 育

食 生 活

人 間 と 社 会

共通教科･科目単位数計

ホ ー ム ル ー ム 活 動 1 1 1

0 0 0

総合的な探究の時間 1

専門教科･科目単位数計

家
庭

情 報 Ⅰ 演 習

生 物 特 講

ス ポ ー ツ 演 習

英 語 演 習 基 礎

音 楽 表 現

世 界 史 特 講

数 学 Ⅰ Ａ 演 習

数 学 Ⅱ Ｂ 演 習

数 学 演 習 α

数 学 演 習 β

理 系 数 学 C

古 典 講 読

地 理 演 習

日 本 史 演 習

日 本 史 特 講

世 界 史 演 習

理
数

理 数 探 究 基 礎

理 数 探 究

現 代 文 演 習

漢 文 演 習

論 理 ・ 表 現 Ⅰ

論 理 ・ 表 現 Ⅱ

論 理 ・ 表 現 Ⅲ

古 文 演 習

家
庭

家 庭 基 礎

家 庭 総 合

情
報

情 報 Ⅰ

情 報 Ⅱ

標準
単位
数

１学年 ２学年 ３学年

化 学 演 習

外
　
国
　
語

英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ

英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ

英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅢ
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教育課程表（令和７年度入学生）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学　　年 ※科目ご

各教科 類　　型 との履修

・科目 必履修・選択 必履修 学校必履修 必履修 学校必履修 必履修 学校必履修 自由選択 単位総数

2 2(8) 2

2 2(8) 2

4 2(8) 2(8) 4

4 0

4 0

4 3(12) 3

2 2(8) 2

3 2(1) 0～2

2 2(8) 2

3 3(3)△ 0～3

3 3(3)△ 0～3

2 2(8) 2

2 0

2 2(3) 0～2

3 3(12) 3

4 3(8) 3

3 4(2) 0～4

2 2(8) 2

2 2(8) 2

2 1(8) 1

2 0

2 2(8) 2

4 4(2) 0～4

2 2(8) 2

4 3(2)△ 0～3

2 2(8) 2

4 3(2)△ 0～3

2 0

4 0

7～8 3(8) 3(8) 2(16) 8

2 1(8) 1(8) 2

2 2(7)★ 0～2

2 0

2 0

2 2(5)★ 0～2

2 0

2 0

2 0

2 0

2 0

2 2(4)★ 0～2

2 0

2 0

美 術 Ⅲ

工 芸 Ⅰ

工 芸 Ⅱ

工 芸 Ⅲ

書 道 Ⅰ

書 道 Ⅱ

保健
体育

体 育

保 健

芸
　
　
　
　
　
術

音 楽 Ⅰ

音 楽 Ⅱ

音 楽 Ⅲ

美 術 Ⅰ

美 術 Ⅱ

書 道 Ⅲ

 
理
　
　
　
　
　
科

科学と人間生活

物 理 基 礎

物 理

化 学 基 礎

化 学

生 物 基 礎

生 物

地 学 基 礎

地 学

数
　
　
学

数 学 Ⅰ

数 学 Ⅱ

数 学 Ⅲ

数 学 Ａ

数 学 Ｂ

数 学 Ｃ

世 界 史 探 究

公
　
民

公 共

倫 理

政 治 ・ 経 済

地
理
歴
史

国 語 表 現

古 典 探 究

地 理 総 合

地 理 探 究

歴 史 総 合

日 本 史 探 究

標準
単位
数

１学年 ２学年 ３学年

 
国
　
　
語

現 代 の 国 語

言 語 文 化

論 理 国 語

文 学 国 語
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学　　年 ※科目ご

各教科 類　　型 との履修

・科目 必履修・選択 必履修 学校必履修 必履修 学校必履修 必履修 学校必履修 自由選択 単位総数

3 3(8) 3

4 4(8) 4

4 4(8) 4

2 2(16) 2

2 2(12) 2

2 2(8) 2

2 2(16) 2

4 0

2 2(8) 2

2 2(2) 0～2

1 1(8) 1

2～5 0

2 2(3) 0～2

2 2(1) 0～2

2 2(3) 0～2

4 4(3) 0～4

1～2 0

2 2(1) 0～2

2 2(2) 0～2

4 4(2) 0～4

2 2(1) 0～2

4 4(2) 0～4

2 2(1) 0～2

2 2(1) 0～2

4 4(1) 0～4

4 4(1) 0～4

2 2(1) 0～2

2 2(1) 0～2

2 2(1) 0～2

2 2(1) 0～2

2 2(1) 0～2

2 2(1) 0～2

2 2(1) 0～2

2 2(1) 0～2

体育 2 2(1) 0～2

芸術 2 2(1) 0～2

2 2(6) 0～2

2 2(2) 0～2

2 2(1) 0～2

2 2(1) 0～2

情報 2 2(1) 0～2

人間と社会 1 0

79～89

0

3～6 2

3

84～94

生 物 基 礎 演 習

化 学 基 礎 演 習

生徒一人当たりの履修単位数計

習熟度別授業
少人数指導授業

備　考　

(1)古典探究（２学年３単位）において、習熟度別授業を２クラス３展開で実施
(2)数学Ⅰ（１学年３単位）において、習熟度別授業を２クラス３展開で実施
(3)体育（３学年２単位）において、少人数指導授業を２クラス４展開で実施
(4)論理・表現Ⅰ（１学年２単位）において少人数制授業１クラス２展開で実施
(5)論理・表現Ⅱ（２学年２単位）において、習熟度別授業を２クラス３展開で実施
(6)家庭基礎（２学年２単位）において少人数制授業１クラス２展開で実施

32 32 20～30

1

(1)１学年芸術：★から１科目選択
(2)「人間と社会」は「総合的な探究の時間」（１学年、１単位分）によって実施する。
(3)「総合的な探究の時間」（２学年、１単位分）は「理数探究基礎」（２学年、１単位分）によって
実施する。
(4)必履修選択科目△（日本史探究・世界史探究・化学・生物）から１科目選択する。
(5)論理国語は、２学年（２単位）及び３学年（２単位）の４単位をもって科目履修となる。
(6)3学年自選科目は8単位以上18単位以下とする。

国
語

地
理
歴
史

江戸から東京へ

数
学

理
科

英
語 英 語 演 習 発 展

物 理 演 習

化 学 演 習

生 物 演 習

30 31 18～28

保 育

食 生 活

人 間 と 社 会

共通教科･科目単位数計

ホ ー ム ル ー ム 活 動 1 1 1

0 0 0

総合的な探究の時間 1

専門教科･科目単位数計

家
庭

情 報 Ⅰ 演 習

生 物 特 講

ス ポ ー ツ 演 習

英 語 演 習 基 礎

音 楽 表 現

世 界 史 特 講

数 学 Ⅰ Ａ 演 習

数 学 Ⅱ Ｂ 演 習

数 学 演 習 α

数 学 演 習 β

理 系 数 学 C

古 典 講 読

地 理 演 習

日 本 史 演 習

日 本 史 特 講

世 界 史 演 習

理
数

理 数 探 究 基 礎

理 数 探 究

現 代 文 演 習

漢 文 演 習

論 理 ・ 表 現 Ⅰ

論 理 ・ 表 現 Ⅱ

論 理 ・ 表 現 Ⅲ

古 文 演 習

家
庭

家 庭 基 礎

家 庭 総 合

情
報

情 報 Ⅰ

情 報 Ⅱ

標準
単位
数

１学年 ２学年 ３学年

化 学 特 講

外
　
国
　
語

英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ

英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ

英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅢ
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学校生活規則  

                                   

 １ ． 登 下 校  

(1 ) 通 学 に 際 し て は 、 交 通 ル ー ル や マ ナ ー を 守 り 、 安 全 に 十 分 留 意 す る こ

と 。  

（ 2） 登 校 時 刻 8 時 20 分 、 下 校 時 刻 17 時 0 0 分 と す る 。  

     17 時 00 分 以 降 、 定 時 制 の 使 用 教 室 を 完 全 に 明 け 渡 し 、 廊 下 に も 立 ち

入 ら な い 。  

    尚 、 グ ラ ウ ン ド ・ テ ニ ス コ ー ト 及 び 豊 誠 館 で 活 動 す る 部 活 動 に 関 し て

は 、 18 時 00 分 完 全 下 校 と す る 。  

 ( 3)  自 転 車 通 学 を す る 場 合 は 、  「 自 転 車 通 学 許 可 願 」 を 生 徒 部 に 提 出 し 、

発 行 さ れ た 学 年 色 の ス テ ッ カ ー を 自 転 車 の 所 定 の 場 所 に 貼 る 。 道 路 交

通 法 を 遵 守 す る 。  

（ 4） オ ー ト バ イ ・ 車 で の 通 学 は 禁 止 と す る 。  

（ 5） 登 下 校 時 は 指 定 さ れ た 制 服 を 着 用 す る 。 た だ し 、 部 活 動 で 土 日 祝 日 、

長 期 休 業 中 及 び 平 日 の 朝 練 習 に 参 加 す る 場 合 は 、 部 活 動 着 で の 登 校 を

認 め る 。  

   又 、 平 日 の 部 活 動 後 も 部 活 動 着 で の 下 校 を 認 め る 。  

 

２ ． 届 出 お よ び 許 可 願  

 ( 1)欠 席 ・ 欠 課 ・ 遅 刻 ・ 早 退 ・ 忌 引 き 等  

  Ｈ Ｒ 担 任 に 事 前 に 口 頭 で 申 し 出 た 後 、 で き る 限 り 早 い 時 期 に 所 定 の 届 を

提 出 す る 。  

10 日 以 上 の 病 気 に は 医 師 の 診 断 書 ま た は 証 明 書 を 添 付 す る 。  

  な お 、 忌 引 き 日 数 は 出 欠 席 の 統 計 に 加 え な い 。  

 【 忌 引 き 日 数 】  

1 親 等 （ 父 母 ）・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 7 日  

   2  親 等 （ 祖 父 母 ・ 兄 弟 姉 妹 ）・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 3 日  

   3  親 等 （ 伯 父 ・ 伯 母 ・ 叔 父 ・ 叔 母 ・ 曾 祖 父 母 ）・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1 日  

 ※ 後 日 、 忌 引 届 の 提 出 が 必 要 。 遠 隔 地 の 場 合 は 、 実 際 に 要 す る 往 復 日 数

を 加 算 す る こ と が で き る 。  

 ( 2)登 校 後 、 放 課 時 ま で の 外 出  

   無 断 外 出 を 禁 止 す る 。 や む を 得 ず 外 出 す る 場 合 は 、 H R 担 任 あ る い は 学

年 の 先 生 に 外 出 届 と 認 印 を も ら い 、 そ れ を 携 行 す る 。  
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(3 )遅 刻  

  電 車 等 が 遅 延 し た 場 合 、 遅 延 証 明 書 を も ら い 教 科 担 当 に 提 出 す る 。  

 ※ 遅 刻 を 5 回 以 上 し た 生 徒 は 学 年 指 導 、 10 回 以 上 し た 生 徒 は 生 徒 部 指 導 、

そ の 指 導 に 従 わ な い も の は 保 護 者 同 伴 の も と 生 徒 部 と 学 年 で 指 導 す る も

の と す る 。 そ れ で も 改 善 で き な い 場 合 は 、 管 理 職 （ 副 校 長 → 校 長 ） か ら

の 指 導 と す る 。 管 理 職 か ら の 指 導 に は 、 生 徒 部 主 任 、 学 年 主 任 、 担 任 が

同 席 す る 。  

 ( 4)ポ ス タ ー ･ビ ラ 等 の 掲 示 ･配 布  

   生 徒 部 に 届 け 出 て 、 そ の 指 示 に 従 う 。  

   内 容 が 以 下 に 該 当 す る も の は 承 認 さ れ な い 。  

     ① 基 本 的 人 権 を 損 な う も の   ② 営 利 活 動    ③ 特 定 の 布 教 ・ 政 治 活 動  

     ④ わ い せ つ な も の  ⑤ 責 任 者 名 の な い も の  

(5 )集 会  

   校 内 の 公 認 団 体 (生 徒 会 、 委 員 会 、 部 活 動 等 )ま た は 個 人 が 不 特 定 多 数 の

生 徒 に 呼 び か け て 集 会 を 行 う 場 合 は 、 担 当 教 諭 の 承 認 と 指 導 の も と に 、

会 場 責 任 者 の 許 可 を 得 て 行 う 。  

 

３ ． 服 装 お よ び 履 物  

 ( 1)本 校 指 定 の 制 服  

 【 正 装 ・ 通 年 】  

  ブ レ ザ ー に ズ ボ ン ま た は ス カ ー ト 。  

    無 地 白 色 の Ｙ シ ャ ツ （ 女 子 は リ ボ ン が で き る 白 の ブ ラ ウ ス 可 ）  

    男 子 は ネ ク タ イ 、 女 子 は ネ ク タ イ ま た は リ ボ ン を 着 装 。  

  ※ ネ ク タ イ 、 リ ボ ン は 、 第 一 ボ タ ン が 隠 れ る ま で 上 げ る 。  

    校 章 は ブ レ ザ ー の 襟 に 着 用 。  

  ブ レ ザ ー の 下 に 本 校 指 定 の ベ ス ト や セ ー タ ー 、 カ ー デ ィ ガ ン の 着 用 を 認

め る 。  

  ※ 登 下 校 、 式 典 時 は ブ レ ザ ー を 着 用 す る 。 セ ー タ ー や カ ー デ ィ ガ ン で の

登 下 校 を 禁 止 す る 。  

【 略 装 ・ 夏 季 】  

  正 装 の ネ ク タ イ ・ リ ボ ン を 外 し た も の 。  

  ま た 、 ブ レ ザ ー を 着 用 せ ず 、 本 校 指 定 の ベ ス ト ・ セ ー タ ー も し く は 市 販

の 紺 ・ 黒 ・ グ レ ー ・ 白 ・ ベ ー ジ ュ の カ ー デ ィ ガ ン お よ び Y シ ャ ツ だ け の

服 装 。  

  ※ 上 記 略 装 に 加 え 、 Y シ ャ ツ の 代 わ り に 白 又 は 紺 の ポ ロ シ ャ ツ で の 登 校
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を 認 め る 。  

【 制 服 着 用 時 の 注 意 】  

Y シ ャ ツ や ブ ラ ウ ス の 第 ２ ボ タ ン を 留 め る 。  

Y シ ャ ツ や ブ ラ ウ ス の 裾 は ズ ボ ン ・ ス カ ー ト の 中 に 入 れ る 。  

  ズ ボ ン を 下 げ る 、 ま く る 、 ス カ ー ト を 短 く し な い 。 ス カ ー ト の 下 に ズ ボ

ン を 履 か な い 。  

  ※ 制 服 を 加 工 し た 場 合 は 、 再 購 入 と な る 。  

 ( 2)カ ー デ ィ ガ ン  

  防 寒 着 と し て の カ ー デ ィ ガ ン の 着 用 を 認 め る 。 色 は 無 地 の 黒 ・ 紺 ・ グ レ

ー ・ 白 ・ ベ ー ジ ュ と す る 。  

（ 3） コ ー ト  

    制 服 に 合 っ た 端 正 な も の と す る 。  色 は 紺 ･グ レ ー ・ ベ ー ジ ュ 系 が 望 ま し

い 。  

  ブ レ ザ ー の 上 や 下 に パ ー カ ー 、 体 操 着 、 部 活 動 着 な ど を 着 用 す る こ と は

認 め な い 。  

 ( 4)履 物  

   サ ン ダ ル で の 登 校 を 禁 止 す る 。  

    豊 誠 館 で は 指 定 の 体 育 館 履 、 グ ラ ウ ン ド で は 運 動 靴 を 使 用 す る 。  

(5 )頭 髪 等  

    染 色 ・ 脱 色 等 の 加 工 、 付 け 毛 等 は し な い 。 ま た 、 ピ ア ス 等 の 装 身 具 、 爪

の 加 工 ・ 化 粧 も 禁 止 す る 。  

  ※ 服 装 、 頭 髪 、 装 飾 具 等 違 反 し た 場 合 は 、 学 年 指 導 → 生 徒 部 指 導 → 保 護

者 同 席 の も と 指 導 と な る 。 そ れ で も 改 善 で き な い 場 合 は 、 管 理 職 （ 副

校 長 → 校 長 ） か ら の 指 導 と す る 。  

 ( 6)異 装 届  

    怪 我 な ど に よ り 、 異 装 を 必 要 と す る 場 合 は 、 異 装 届 に そ の 理 由 、 期 間 等

を 記 入 し Ｈ Ｒ 担 任 に 申 し 出 る 。  

 

4． 授 業 中  

(1 ) 飲 食 物 は 机 上 に 出 さ な い こ と 。  

(2 ) 熱 中 症 予 防 の 観 点 か ら 飲 水 す る こ と は 認 め る 。  

(3 ) 携 帯 電 話 等 、 授 業 に 関 係 な い も の は 鞄 ま た は ロ ッ カ ー に 片 付 け る こ と 。  
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５ ． 部 活 動  

(1 ) 原 則 、 全 員 加 入 す る 。  

(2 ) 部 活 動 届 を 事 前 に 提 出 し て 活 動 す る 。 原 則 、 前 週 の 水 曜 日 ま で に 生 徒

部 に 提 出 す る 。  

（ 3） 校 内 の 活 動 は 17 時 00 分 完 全 下 校 と す る 。  

   尚 、 グ ラ ウ ン ド ・ テ ニ ス コ ー ト 及 び 豊 誠 館 で 活 動 す る 部 活 動 に 関 し て

は 、 18 時 00 分 完 全 下 校 と す る 。  

（ 4） 休 日 の 活 動 及 び 朝 練 習 の と き は 、 許 可 さ れ た 部 活 動 着 で の 登 校 を 認 め

る 。  

（ 5） 授 業 時 間 帯 の 活 動 及 び 部 室 の 使 用 は 禁 止 す る 。  

（ 6） 使 用 し た 施 設 及 び 指 定 さ れ た 共 用 場 所 の 清 掃 を 行 う 。  

（ 7） 定 期 考 査 前 １ 週 間 は 、 部 ･同 好 会 ･委 員 会 活 動 は 原 則 と し て 行 わ な い 。  

     ※ た だ し 大 会 等 の 前 で あ れ ば 活 動 願 い を 生 徒 部 に 提 出 し 、 活 動 を 管 理

職 と 生 徒 部 で 協 議 し 認 め る も の と す る 。  

   

6． そ の 他  

(1 ) 昼 食 は 持 参 す る か 、 校 内 の 売 店 で 購 入 す る 。  

 ( 2) 貴 重 品 を 持 っ て 登 校 し な い こ と が 望 ま し い 。 や む を 得 ず 持 参 し た 時 は 、

保 管 に 十 分 注 意 す る 。  

(3 ) 共 用 施 設 （ ロ ッ カ ー 上 、 下 駄 箱 上 な ど ） に は 私 物 を 置 か な い 。  

(4 ) 落 と し 物 を し た 場 合 は 生 徒 部 に 確 認 す る 。  

 ( 5)  ア ル バ イ ト は 原 則 と し て 認 め な い 。  

 ( 6) 正 門 に 入 る 前 に イ ヤ ホ ン ・ ヘ ッ ド ホ ン を 外 し 、 ポ ケ ッ ト か ら 手 を 出 し

て 挨 拶 を す る こ と 。  

（ 7） エ レ ベ ー タ ー の 使 用 が 必 要 な 時 は 、 HR 担 任 の 許 可 を 得 て 使 用 す る こ と 。  
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荒天時の対応に関する規定  

 

 ７ 時 、 ９ 時 、 11 時 の 時 点 で 、 下 記 の ① 、 ② の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 、 表

の よ う に 授 業 を 行 う 。  

 

 ① 東 京 2 3 区 全 域 に 、 次 の 警 報 ま た は 特 別 警 報 の い ず れ か が 発 令 さ れ て い る 。

（ 暴 風 ・ 大 雨 ・ 暴 風 雪 ・ 大 雪 ・ 洪 水 ）  

  ② JR 埼 京 線 ・ 地 下 鉄 有 楽 町 線 ・ 地 下 鉄 副 都 心 線 ・ 西 武 池 袋 線 の い ず れ か が

運 休 し て い る 。  

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 注 意 】  

 １ ． 気 象 警 報 は 気 象 庁 の 発 表 を ホ ー ム ペ ー ジ 等 で 確 認 す る こ と 。  

 ２ ． 交 通 情 報 は 、 テ レ ビ ･ラ ジ オ ・ 鉄 道 会 イ ン タ ー ネ ッ ト で 確 認 す る こ と 。  

 ３ ． 行 事 期 間 や 急 速 な 天 候 の 回 復 が 見 込 ま れ る な ど 、 状 況 に よ り こ の 規 定

を 適 用 し な い 場 合 は 、 事 前 に Ｈ Ｒ 等 で 連 絡 す る 。  

 ４ ． 上 記 に 関 わ ら ず 、 危 険 の あ る 場 合 に は 学 校 に 連 絡 ・ 自 宅 待 機 す る こ と 。

そ の 場 合 の 出 欠 に つ い て は 配 慮 す る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

第１段階 第２段階 第３段階

午前７時 午前９時 午前11時

１校時

２校時

３校時

４校時

５校時

６校時

７校時

自宅学習

自宅学習

自宅学習

授業

授業
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豊 島 高 校 図 書 館 H P  

学校図書館利用規定（全日制）  

 

１ ． 開 館 日  

  学 校 の 休 日 を 除 く す べ て の 日 。 た だ し 、 学 校 行 事 等 に よ る 閉 館 日 は 別 に

定 め る 。  

２ ． 開 館 時 間  

午 前 ８ ： ４ ０ ～ 午 後 ４ ： ５ ０  

３ ． 図 書 館 利 用 に 際 し て  

  図 書 館 資 料 は 公 共 物 で あ る 。 適 切 に 取 り 扱 う こ と 。 利 用 に 際 し て 、 教 職

員 よ り 指 示 が あ る 場 合 は そ れ に 従 う こ と 。  

(1 )  生 徒 の 図 書 館 内 で の 携 帯 電 話 ･ ス マ ー ト フ ォ ン の 通 話 は 、

原 則 と し て 、 禁 止 で あ る 。 そ の 他 、 教 職 員 の 指 示 に 従 い

適 切 に 利 用 す る こ と 。  

(2 )  閲 覧 室 の 飲 食 は 、 原 則 、 禁 止 。 た だ し 、 体 調 管 理 の た め

の 水 分 補 給 の み は 可 と す る 。  

(3 )  公 共 図 書 館 等 か ら 学 校 が 借 り 受 け て い る 資 料 に つ い て は 、 特 に 丁 寧 に

扱 う 。 利 用 に 際 し て は 、 教 職 員 の 指 示 に 従 う こ と 。  

４ ． 資 料 の 利 用 手 続 き  

 ( 1)  館 外 に 図 書 を 持 ち 出 す 場 合 は 、 手 続 き を 済 ま せ た 後 に 携 帯 す る 。  

 ( 2)  返 却 の 際 、 図 書 を 教 職 員 に 手 渡 す 。 休 館 時 に 返 却 す る 際 は 、 返 却 ボ ッ

ク ス に 入 れ る こ と 。  

 ( 3)  貸 出 期 間 は ２ 週 間 、 冊 数 は 原 則 と し て ５ 冊 で あ る 。 長 期 休 業 中 は 、 別

途 定 め る 。  

 ( 4)  貸 出 を 継 続 し た い 時 は 、 資 料 を 持 参 し 、 教 職 員 に 申 し 出 る 。 た だ し 、

予 約 さ れ て い る 資 料 を 継 続 し た 借 り る こ と は で き な い 。  

 ( 5)   雑 誌 は バ ッ ク ナ ン バ ー の み 貸 し 出 す 。  

(6 )  リ ク エ ス ト を 受 け た 図 書 は 、 選 書 基 準 に 基 づ き 購 入 す る 。  

４ ． 資 料 の 延 滞 ･紛 失   

  資 料 を 紛 失 し た 場 合 、 直 ち に 図 書 館 に 届 け 出 る 。 な お 、 弁 済 に つ い て は 、

借 り た 資 料 と 同 等 の 資 料 と す る 。  

※ そ の 他 、 最 新 の 情 報 に つ い て は 、 以 下 の サ イ ト を 参 照 す る こ

と 。  

h t t p s : / / l i b - f i n d e r . n e t / t o s h i m a - l i b r a r y /  
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教育相談の利用について  

 

 高 校 生 活 を 送 っ て い く 中 で は 、 み な さ ん は 心 の 成 長 に つ な が る よ う な 様 々

な こ と と 出 会 い ま す 。 そ の 中 に は 、 困 っ て し ま う こ と や 悩 ん で し ま う こ と な

ど も 当 然 含 ま れ ま す 。  

 一 人 で は 抱 え き れ な い 悩 み に 遭 遇 し た 時 、 「 誰 か に 相 談 す る 」 と い う 行 動

が 、 解 決 の 糸 口 に な る こ と が あ り ま す 。 み な さ ん の 身 近 な 存 在 で あ る 、 担 任

の 先 生 、 教 科 の 先 生 、 保 健 室 の 先 生 に 相 談 す る こ と で 、 良 い 方 向 に 進 ん で い

け る こ と も あ る と 思 い ま す 。  

 ま た 、 本 校 に は 心 の 専 門 家 で あ る ス ク ー ル カ ウ ン セ ラ ー が 週 ２ 回 来 校 し ま

す 。 先 生 と は 少 し 違 っ た 立 場 の 人 に 相 談 す る こ と で 、 新 た な 視 点 に 気 づ く こ

と も あ る で し ょ う 。 ス ク ー ル カ ウ ン セ ラ ー は 、 み な さ ん の 高 校 生 活 を そ っ と

支 え る よ う な 存 在 で す 。 気 軽 に 相 談 し て く だ さ い 。  

 
 

【 ス ク ー ル カ ウ ン セ ラ ー に 相 談 す る 方 法 】  

１ ． 担 任 の 先 生 、 保 健 室 の 先 生 を 通 し て 相 談 の 申 し 込 み を す る 、 あ る い は

直 接 カ ウ ン セ リ ン グ 室 で 申 し 込 む 。  

      予 約 制 だ が 、 空 い て い れ ば 当 日 も 可 。  

２ ． 生 徒 の 相 談 時 間 は 基 本 的 に 昼 休 み と 放 課 後 。  

３ ． 相 談 場 所 は 、 １ 階 カ ウ ン セ リ ン グ 室 。  

※ 保 護 者 の ご 相 談 も 受 け 付 け て お り ま す 。 予 約 を 希 望 さ れ る 場 合 に は 、 お

電 話 等 で 担 任 ・ 養 護 教 諭 に お 申 し 込 み く だ さ い 。  

☎ 03 -3 95 8 - 01 21  
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学校外の相談機関  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京都教育相談センター ℡0120-53-8288

東京都いじめ相談ホットライン 年中無休 24時間受付

℡03-5155-5028

年中無休
17:00～
　　　21:30

℡03-3264-4343

年中無休 24時間受付

℡03-3580-4970

年中無休 24時間受付

℡03-3366-4152

平日
９：00～
　　　21:00

土日祝
９：00～
　　　17:00

℡0570-078374

メール相談あり

℡0120-874-374

平日
９：00～
　　　20:30

土日祝
９：00～
　　　17:00

平日
９：00～
　　　22:30

土日祝
９：00～
　　　17:00

親子のための相談LINE

東京都夜間こころの電話相談

いのちの電話

警視庁ヤングテレホンコーナー

東京都児童相談センター

法テラスサポートダイヤル

東京子供ネット電話相談
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学校感染症による欠席届  

 学 校 保 健 安 全 法 施 行 規 則 に よ り 、 「 学 校 に お い て 予 防 す べ き 感 染 症 」 に は 、

出 席 停 止 の 期 間 が 定 め ら れ て い ま す 。 こ の 期 間 は 学 校 内 で の 感 染 拡 大 を 防 ぐ

た め 、 罹 患 し た 生 徒 が 登 校 で き な い 期 間 で す 。 た だ し 、 出 席 停 止 に よ り 休 ん

だ 期 間 は 欠 席 扱 い に な り ま せ ん 。  

 学 校 感 染 症 の 可 能 性 が あ っ て 欠 席 す る 場 合 に は 、 授 業 開 始 時 間 前 に 学 校 へ

連 絡 し て く だ さ い 。 ま た 、 診 断 結 果 に つ い て も 速 や か に 連 絡 を し て く だ さ い 。  

 医 師 の 指 示 に よ り 、 他 へ 感 染 さ せ る お そ れ が な く な り 、 登 校 す る 際 に は

「 学 校 感 染 症 に よ る 欠 席 届 」 を 担 任 に 提 出 し て く だ さ い 。  

※ 病 状 に よ り 、 医 師 の 証 明 書 を 提 出 し て も ら う 場  合 が あ り ま す 。  

学 校 に お い て 予 防 す べ き 感 染 症 の 種 類 と 出 席 停 止 期 間 の 基 準  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 感 染 性 胃 腸 炎 ・ ノ ロ ウ イ ル ス (等 )感 染 症 以 外 の 疾 患 名 (急 性 胃 腸 炎 等 )で は 、

出 席 停 止 に は な り ま せ ん 。  

※ 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症  令 和 ５ 年 ５ 月 ８ 日 時 点  

 「 発 症 し た 後 ５ 日 を 経 過 し 、 か つ 症 状 軽 快 し た 後 １ 日 を 経 過 す る ま で 」  

※ 上 記 表 は 基 準 と な る 出 席 停 止 期 間 で あ る が 医 師 よ り 別 途 指 示 が 出 た 場 合 こ

の 限 り で は な い 。  

病気の種類 出席停止の期間

エボラ出血熱、クリミア、コンゴ出血熱、

痘瘡、南米出血熱、ペスト、ラッサ熱、

マールブルグ熱、ポリオ、ジフテリア、

重症急性呼吸器症候群、中東呼吸器症候群、

特定鳥インフルエンザ

※上記の他、新型インフルエンザ等感染症、

　指定感染症および新感染症

インフルエンザ

(特定鳥インフルエンザを除く)

百日咳
特有の咳が消失するまで、または５日
間の適正な抗菌性物質製剤による治療
が終了するまで

麻疹 解熱後３日を経過するまで

流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が
発現した後５日を経過し、かつ全身状
態が良好になるまで

風疹 発疹が消失するまで

水痘(水ぼうそう) すべての発疹が痂皮化するまで

咽頭結膜熱(プール熱)
主要症状が消退した後２日を経過する
まで

結核
病状により学校医その他の医師におい
て感染のおそれがないと認めるまで

髄膜炎菌性髄膜炎
病状により学校医その他の医師におい
て感染のおそれがないと認めるまで

コレラ、細菌性赤痢、

腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、

パラチフス、流行性角結膜炎、

急性出血性結膜炎、その他の感染症

溶連菌感染症、ウイルス性肝炎、手足口病、

伝染性紅斑、ヘルパンギーナ、

マイコプラズマ感染症、感染性胃腸炎など

第
一
種
感
染
症

治癒するまで

第
二
種
感
染
症

発症した後５日を経過し、かつ解熱後
２日を経過するまで

第
三
種
感
染
症

病状により学校医その他の医師におい
て感染のおそれがないと認めるまで

条件によっては出席停止の措置が考えられる疾患

全身状態が悪いなど、医師の判断で出
席停止を要する場合など
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独立行政法人日本スポーツ振興センター  

 

１ ． 給 付 の 種 類 と 給 付 さ れ る 場 合  

  学 校 の 管 理 下 の 事 由 に よ る 負 傷 、 給 食 に よ る 中 毒 そ の 他 の 疾 病 (ガ ス 中 毒 、

溺 水 、 熱 中 症 、 漆 等 に よ る 皮 膚 炎 な ど 法 令 で 定 め の あ る も の )の 医 療 費 、 こ

れ ら の 負 傷 ま た は 疾 病 が 治 っ た 後 に 障 害 が 残 っ て お き の 障 害 見 舞 金 お よ び

負 傷 ま た は 疾 病 に 直 接 起 因 す る 死 亡 に 対 す る 死 亡 見 舞 金 が 給 付 さ れ ま す 。  

  な お 、 学 校 の 管 理 下 と は 、 次 の 場 合 を 言 い ま す 。  

 ( 1)  授 業 中 (特 別 活 動 中 を 含 む .）  

 ( 2)  学 校 の 教 育 計 画 に 基 づ く 課 外 指 導 中  

 ( 3)  休 憩 時 間 中 お よ び 学 校 の 定 め た 特 定 時 間 中  

 ( 4)  通 常 の 経 路 お よ び 方 法 に よ る 通 学 中 (登 下 校 中 )  

 ( 5)  寄 宿 舎 に あ る と き  

２ ． 給 付 金 額  

 (災 害 共 済 給 付 の 給 付 基 準 は 、 セ ン タ ー 法 施 行 令 第 ３ 条 に よ り ま す 。 )  

 ( 1)  医 療 費  

 ○ 医 療 保 険 並 み の 療 養 に 要 す る 費 用 の 4 /1 0(そ の う ち 1 /1 0 の 分 は 、 療 養 に

伴 っ て 要 す る 費 用 と し て 加 算 さ れ る 分 )が 支 給 さ れ ま す 。  

 ○ 初 診 か ら 治 癒 ま で の 医 療 費 総 額 (医 療 保 険 で い う 1 0 割 分 )が 5, 00 0 円 以 上

の 場 合 が 給 付 の 対 象 と な り ま す 。  

 ○ 医 療 保 険 で い う 被 扶 養 者 (家 族 )で 、 た と え ば 病 院 に 外 来 受 診 し た 場 合 、

通 常 自 己 負 担 は 医 療 費 総 額 の ３ 割 分 と な り ま す 。  

  ○ 高 額 療 養 費 の 対 象 と な る 場 合 は 、 自 己 負 担 額 (所 得 区 分 に よ り 限 度 額 が 定

め ら れ て い ま す ｡ )に ｢療 養 に 要 す る 費 用 月 額 」 の 1 /1 0 を 加 算 し た 額 が 給

付 さ れ ま す 。  

  ※ ｢高 額 療 養 状 況 の 届 」 は 厳 封 で 提 出 し て く だ さ い 。  

 ( 2)障 害 見 舞 金  

   障 害 の 程 度 に 応 じ て 、 4, 000 万 円 (１ 級 )か ら 8 8 万 円 (14 級 )が 給 付 さ れ ま

す 。 (通 学 中 の 場 合 は 、 2, 000 万 円 か ら 4 4 万 円 )。  

  た だ し 、 災 害 を 被 る 前 に 既 に 障 害 が あ る 場 合 に は 減 額 さ れ る こ と が あ り

ま す 。  

 ( 3)死 亡 見 舞 金 3 ,0 00 万 円 が 給 付 さ れ ま す 。 (運 動  等 と 関 連 し な い 突 然 死 お

よ び 通 学 中 の 場 合 は 、 1, 500 万 円 )。  
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３ ． 給 付 基 準  

 ( 1)同 一 の 災 害 の 負 傷 ま た は 疾 病 に つ い て の 医 療 費 の 支 給 は 、 初 診 か ら 最 長 1

0 年 間 行 わ れ ま す 。   

(2 )災 害 共 済 給 付 を 受 け る 権 利 は 、 そ の 給 付 事 由  が 生 じ た 日 か ら ２ 年 間 お

こ な わ な い と き は 時 効 に  よ り 消 滅 し ま す 。    

 ( 3)損 害 賠 償 を 受 け た と き や 他 の 法 令 の 規 定 に よ  る 補 償 や 給 付 等 を 受 け た

と き は 、 そ の 受 け た 価 額 の 限 度 に お い て 、 給 付 を 行 い ま せ ん 。  

 ( 4 )本 災 害 共 済 給 付 の 対 象 と な る 学 校 管 理 下 の 障 害 ･疾 病 の 医 療 費 に つ い て は 、

東 京 都 の 区 市 町 村  を 窓 口 と し て 行 っ て い る 医 療 費 助 成 の う ち 、 ① 義 務 教

育 就 学 児 、 ② 乳 幼 児 、 ③ ひ と り 親 家 庭 、 ④ 障 害 者 の 各 医 療 費 の 助 成 対 象 で

は あ り ま せ ん 。 本 災 害 共 済 給 付 を 優 先 適 用 し 、 窓 口 負 担 を し て い た だ い た

後 に 給 付 し ま す 。  

  し た が っ て 、 医 療 機 関 に 医 療 証 、 受 給 者 証 を  提 示 し て 窓 口 負 担 の 免 除 ･

軽 減 を 受 け な い よ う に  お 願 い し ま す 。  

  た だ し 、 本 災 害 共 済 給 付 で 対 象 と な ら な い 同 一 の 災 害 の 負 傷 ま た は 疾 病

に つ い て 初 診 か ら 治 癒 ま で の 医 療 費 総 額 (医 療 保 険 で い う 1 0 割 分 )が 5 ,0 00

円 未 満 の 場 合 に は 、 前 記 の 各 医 療 費 助 成 の 対 象 と な り ま す 。  

 ( 5)高 等 学 校 の 生 徒 が 、 故 意 ま た は 自 己 の 重 大 な  過 失 に よ り 、 負 傷 し 、 疾

病 に か か り 、 ま た は 死 亡 し た と き は 、 当 該 医 療 費 、 障 害 ま た は 死 亡 に 係 わ

る 災 害 共 済 給 付 の 一 部 も し く は 全 部 を 行 わ な い 場 合 が あ り ま す 。  

 

※ 手 続 き は 、 保 健 室 へ 連 絡 し て く だ さ い 。   
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経営企画室から  

（ 各 種 証 明 書 発 行 お よ び 住 所 ･通 学 経 路 等 の 変 更 届 出 ）  

 

１ ． 経 営 企 画 室 に つ い て  

 経 営 企 画 室 で は 、 各 種 証 明 書 の 発 行 や 生 徒 情 報 の 登 録 ･変 更 を 取 り 扱 い ま す 。

在 学 中 の 事 務 手 続 や 不 明 な 点 は 、 窓 口 ま た は 電 話 で 問 い 合 わ せ て く だ さ い 。  

 

【 窓 口 受 付 時 間 】  

 月 曜 ～ 金 曜  ９ : 00～ 16 :5 0  

 ※ 土 曜 ､日 曜 ､祝 日 ､年 末 年 始 ( 12 /2 9 -1 /3 ) ､学 校 閉 庁 日 ､入 学 者 選 抜 に 伴 う 検

査 日 等 は 窓 口 を 閉 鎖 し ま す 。  

 

２ ． 経 営 企 画 室 で 取 り 扱 う 事 務 一 覧 (右 ペ ー ジ )  

  各 種 申 請 書 の 用 紙 は 経 営 企 画 室 窓 口 に あ る ほ か 、 学 校 ホ ー ム ペ ー ジ か ら も

ダ ウ ン ロ ー ド で き ま す 。  

 

３ ． 書 類 発 行 の 注 意  

 ( 1)在 学 中 の 証 明 書 発 行 手 数 料 は 無 料 で す 。  

 ( 2)通 学 経 路 は 、 自 宅 と 学 校 間 の 最 短 経 路 し か 認 め ら れ ま せ ん 。  

 ( 3)特 定 期 間 （ 梅 雨 等 ） の み の 経 路 変 更 や 通 塾 等 の 理 由 で の 経 路 変 更 は 受 理

で き ま せ ん 。  
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申請内容 提出物
発行に要す
る日数

備考

在学証明書 証明書発行申請書 即日発行
卒業見込証明書 証明書発行申請書 即日発行

卒業証明書 証明書発行申請書 即日発行

卒業式の日に一
人１枚ずつ配布
（申請不要）。
繰上げ合格決定
により追加発行
が必要になった
場合や、英文の
証明書が必要な
場合には申請の
こと。

成績証明書
単位修得証明書

調査書
推薦書等

英検合格証の原
本証明等

学割証
学校学生生徒旅客運賃割

引証発行申請書
翌日発行

生徒証
（再発行）

・生徒証再発行願
・生徒証（窓口で用紙を
受け取って記入し、顔写
真（4×3㎝）を貼る）

翌日交付

届出内容 提出物

住所変更
・各種変更届
・生徒証
・住民票

通学経路変更
・各種変更届
・生徒証

氏名変更
・各種変更届
・戸籍謄本
・生徒証

保護者変更
・各種変更届
・戸籍謄本

備考

新たに自転車通学を希望する
場合は生徒部に申請のこと。

保護者の死亡・離婚等による
もの

【証明書等発行】

【各種変更届】　※変更後速やかに届け出てください。

１週間程度
（英文の場
合はさらに
日数を要し
ます）

担任教員に申請
のこと。

証明書発行申請書

保護者と担任の
押印が必要
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生 徒 会 規 約  

 

第 １ 章  総  則  

第 １ 条  本 会 は 東 京 都 立 豊 島 高 等 学 校 生 徒 会 と 称 す る 。  

第 ２ 条  本 会 は 本 校 生 徒 全 員 を 会 員 と し 、 本 校 教 職 員 を 顧 問 と す る 。  

第 ３ 条  本 会 は 会 員 の 総 意 に 基 づ き 、 自 主 創 造 の 精 神 を 持 っ て 学 校 生 活 の 充

実 と 発 展 を 図 り 、 ま た そ の 体 験 を 通 じ て よ き 社 会 人 と し て の 素 質 を

養 う こ と を 目 的 と す る 。  

 

第 ２ 章  会  員  

第 ４ 条  会 員 は 本 会 の 目 的 に 基 づ き 規 約 に 従 っ て 行 動 し 、 総 会 お よ び 中 央 委

員 会 の 決 議 事 項 を 履 行 す る 義 務 が あ る 。  

第 ５ 条  会 員 は 総 会 以 外 の 会 議 に 傍 聴 者 と し て 出 席 し 、 議 長 の 承 認 を 得 て 発

言 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 特 別 の 場 合 に は そ の 会 議 の 議 決 に よ

り 議 長 は 傍 聴 を 拒 否 す る こ と が で き る 。  

第 ６ 条  権 利 行 使 に つ い て 行 使 者 は 責 任 を 負 う 義 務 が あ る 。  

第 ７ 条  会 員 は 総 会 で 決 定 さ れ た 会 費 を 負 担 す る 。 た だ し 、 特 別 の 事 情 が あ

る 者 は 別 に 考 慮 さ れ る 。  

 

第 ３ 章  総  会  

第 ８ 条  総 会 は 本 会 の 最 高 議 決 機 関 で あ る 。  

第 ９ 条  総 会 は 予 算 案 、 決 算 の 承 認 規 約 の 改 正 そ の 他 、 本 会 の 活 動 に 関 す る

重 要 な 事 項 を 審 議 決 定 す る 。  

第 1 0 条  定 例 総 会 は 毎 年 度 ５ 月 に 会 長 の 招 集 に よ っ て 開 催 さ れ る 。  

第 1 1 条  会 長 は 次 の 場 合 に は 臨 時 総 会 を 招 集 し な け れ ば な ら な い 。  

 １ ． 全 会 員 の ２ 分 の １ 以 上 の 要 求 が あ っ た 場 合 。  

    総 会 開 催 を 要 求 す る た め の 署 名 は 、 そ の 開 始 を 役 員 会 に 届 け 、 3 0 日 (長 期

休 業 中 を 含 ま な い )以 内 に 集 め 、 開 催 を 会 長 に 要 求 す る 。  

      会 長 は 要 求 さ れ た 日 か ら 6 0 日 (長 期 休 業 中 を 含 ま な い )以 内 に 総 会 を 開

催 し な け れ ば な ら な い 。  

  ２ ． 学 校 長 の 要 求 が あ っ た 場 合 。  

第 1 2 条  総 会 の 招 集 は 原 則 と し て ３ 日 以 前 に 公 示 し 、 全 会 員 の ３ 分 の ２ 以 上

の 出 席 を も っ て 成 立 す る 。  

第 1 3 条  総 会 の 議 決 は 出 席 人 数 の 過 半 数 に よ る 。 た だ し 、 可 否 同 数 の 場 合 は

議 長 が 決 す る 。  
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第 ４ 章  中 央 委 員 会  

第 1 4 条  中 央 委 員 会 は 総 会 に 次 ぐ 議 決 機 関 で あ る 。  

第 1 5 条  中 央 委 員 会 は 本 会 の 活 動 の 促 進 を 図 り 、 次 の 事 項 を 審 議 決 定 す る 。  

 １ ． 総 会 に 提 出 す る 原 案 。  

 ２ ． ホ ー ム ル ー ム 、 委 員 会 、 役 員 会 か ら 提 出 さ れ た 事 項 。  

 ３ ． 学 校 長 か ら 提 案 さ れ た 事 項 。  

 ４ ． そ の 他 会 長 が 必 要 と 認 め た 事 項 。  

第 1 6 条  中 央 委 員 会 は 顧 問 と 役 員 、 ホ ー ム ル ー ム 長 (あ る い は 副 ホ ー ム ル ー

ム 長 )、 執 行 系 委 員 会 の 委 員 長 お よ び 部 長 会 の 責 任 者 に よ っ て 構 成 さ

れ る 。  

第 1 7 条  中 央 委 員 会 は 役 員 会 ま た は 議 長 が 必 要 と 認 め た 場 合 に 開 催 さ れ る 。  

第 1 8 条  次 の 場 合 、 議 長 は 臨 時 中 央 委 員 会 を 招 集 し な け れ ば な ら な い 。  

 １ ． 委 員 ( 1 1 月 以 降 は 、 １ ・ ２ 年 の 会 員 )定 数 の ２ 分 の １ 以 上 の 要 求 が あ っ

た 場 合 。  

 ２ ． 学 校 長 か ら 要 求 が あ っ た 場 合 。  

 ３ ． 会 長 の 要 求 が あ っ た 場 合 。  

第 1 9 条  中 央 委 員 会 は 委 員 ( 1 1 月 以 降 は 、 １ ・ ２ 年 の 会 員 )定 数 の ３ 分 の ２ 以

上 の 出 席 を も っ て 成 立 す る 。  

第 2 0 条  中 央 委 員 会 の 議 決 は 出 席 人 員 の 過 半 数 に  よ る 。 た だ し 、 可 否 同 数

の 場 合 は 議 長 が こ れ を 決 す る 。  

第 2 1 条  議 事 録 は 生 徒 会 書 記 に よ っ て 記 録 さ れ 保 管 さ れ る 。  

 

第 ５ 章  執  行  部  

第 2 2 条  執 行 部 は 本 会 の 執 行 機 関 で あ る 。 執 行 部 会 は 、 役 員 ・ 執 行 系 委 員 会

の 委 員 長 お よ び 部 長 会 責 任 者 に よ り 構 成 さ れ る 。 会 長 は 必 要 に 応 じ

て こ れ を 招 集 す る こ と が で き る 。  

第 2 3 条  執 行 系 委 員 会 と そ の 機 能 は 次 の よ う に 定 め る 。  

 １ ． 庶 務 委 員 会  

   学 校 広 報 活 動  

 ２ ． Ｉ Ｃ Ｔ ・ 視 聴 覚 委 員 会  

   Ｉ Ｃ Ｔ 機 器 、 放 送 、 視 聴 覚 教 育 に 関 す る 活 動  

 ３ ． 清 整 委 員 会  

   校 舎 内 外 の 美 化 、 清 整 な ら び に 清 整 備 品 の 管 理  

 ４ ． 文 化 祭 ク ラ ス 委 員 会  

   文 化 祭 の ク ラ ス 運 営  
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 ５ ． 文 化 祭 実 行 委 員 会  

   文 化 祭 の 企 画 ･運 営  

 ６ ． 体 育 委 員 会  

   体 育 祭 お よ び 会 員 の 体 育 に 関 す る 活 動  

 ７ ． 図 書 委 員 会  

   図 書 に 関 す る 活 動  

 ８ ． フ ラ ワ ー 委 員 会  

   校 内 の 緑 化 活 動  

 ９ ． 保 健 委 員 会  

   保 健 衛 生 に 関 す る 活 動  

第 2 4 条  

①   執 行 系 委 員 会 の 委 員 の 人 数 を 次 の よ う に 定 め る 。  

１ ． 庶 務 委 員 会       ４ 名  

２ ． Ｉ Ｃ Ｔ ・ 視 聴 覚 委 員 会  １ 名  

３ ． 清 整 委 員 会       ２ 名  

４ ． 文 化 祭 ク ラ ス 委 員 会   ４ 名  

５ ． 文 化 祭 実 行 委 員 会    ４ 名  

６ ． 体 育 委 員 会     男 女 ４ 名  

７ ． 図 書 委 員 会       ２ 名  

８ ． フ ラ ワ ー 委 員 会     ２ 名  

９ ． 保 健 委 員 会     男 女 ２ 名  

 ②  執 行 系 委 員 会 は 各 ホ ー ム ル ー ム よ り 選 出 さ れ た 委 員 に よ り 構 成 さ れ 、

任 期 は １ 年 と す る 。 欠 員 の 補 充 は 直 ち に 行 い 、 補 欠 委 員 の 任 期 は 残 存 期

間 と す る 。 委 員 長 １ 名 、 副 委 員 長 ２ 名 、 書 記 １ 名 は 互 選 に よ り 決 定 さ れ

る 。  

第 2 5 条  各 委 員 会 は 顧 問 お よ び 委 員 長 が 必 要 と 認 め た 場 合 に 開 催 さ れ る 。  

 

第 ６ 章  部 ･同 好 会  

第 2 6 条  会 員 の 自 発 的 な 研 究 活 動 機 関 と し て 部 ・ 同 好 会 を 設 け る 。  

第 2 7 条  部 ･同 好 会 は 会 員 が 友 愛 協 調 の 精 神 の も と に 自 己 の 能 力 と 興 味 を 発

見 し 、 そ れ を 発 揮 す る こ と を 目 的 と す る 。  

第 2 8 条  会 員 は 原 則 と し て い ず れ か の 部 ・ 同 好 会 に 属 す る こ と 。  

第 2 9 条  各 部 ･同 好 会 に は 部 員 の 互 選 に よ る 部 長 、 副 部 長 、 会 計 を 置 く 。  

第 3 0 条  部 長 は 年 度 当 初 に そ の 年 度 の 計 画 、 年 度 末 に そ の 活 動 状 況 を 所 属 す

る 部 長 会 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  
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第 3 1 条  部 ・ 同 好 会 の 新 設 と 廃 止 は 中 央 委 員 会 の 承 認 を 必 要 と し 、 原 則 と し

て 毎 年 1 1 月 末 ま で に 行 う 。 そ の 他 、 部 ･同 好 会 の 改 廃 に 関 す る 規 定

は 別 に 定 め る 。  

第 3 2 条  部 の 活 動 に は 生 徒 会 費 を 充 て る 。 部 員 よ り 徴 収 す る 場 合 に は 部 員 ・

顧 問 の 承 認 お よ び 許 可 を 必 要 と す る 。  

 

第 ７ 章  役 員 ･議 長 団 お よ び 選 挙  

第 3 3 条  本 会 に 次 の 役 員 を 置 く 。 会 長 １ 名 、 副 会 長 ２ 名 、 書 記 ２ 名 、 会 計 ２

名  

第 3 4 条  会 長 は 本 会 を 代 表 し 、 総 会 ・ 中 央 委 員 会 の 議 決 事 項 、 そ の 他 の 執 行

に 関 す る 事 項 を 学 校 長 に 報 告 し 、 承 認 を 求 め な け れ ば な ら な い 。  

第 3 5 条  副 会 長 は 会 長 を 補 佐 し 、 会 長 に 事 故 あ る 時 は そ の 職 務 を 代 行 す る 。  

第 3 6 条   書 記 は 総 会 ・ 中 央 委 員 会 ・ 役 員 会 ・ 執 行 部 会 の 議 事 を 記 録 保 存 し 、

ま た 本 会 に 関 す る 一 切 の 書 類 を 扱 う 。   

第 3 7 条  会 計 は 本 会 の 収 入 ・ 支 出 、 そ の 他 会 計 に 関 す る 一 切 の こ と を 扱 う 。  

第 3 8 条  役 員 は 会 員 中 よ り 定 数 以 上 の 立 候 補 者 の 中 か ら 会 員 の 投 票 に よ り 選

出 さ れ る 。  

第 3 9 条  役 員 の 任 期 は １ カ 年 と し 、 原 則 と し て ６ 月 に 選 出 さ れ ７ 月 １ 日 よ り

就 任 す る 。 た だ し 、 旧 役 員 (３ 年 )は 文 化 祭 終 了 ま で 文 化 祭 実 行 委 員

と し て 協 力 す る 。  

第 3 9 条  議 長 団 は ３ 名 で 構 成 し 、 議 長 団 は 正 副 ホ ー ム ル ー ム 長 ・ 執 行 系 委  

員 長 ・ 部 長 会 か ら 各 １ 名 ず つ 選 出 さ れ る 。  

第 4 0 条  総 会 お よ び 中 央 委 員 会 の 議 長 (１ 名 )副 議 長 (２ 名 )を 努 め る 。  

第 4 1 条  議 長 団 は ４ 月 に 選 出 さ れ 、 任 期 は １ カ 年 と す る 。  

第 4 2 条  役 員 に 欠 員 を 生 じ た 場 合 は 補 欠 選 挙 を 、 議 長 団 に 欠 員 を 生 じ た 場 合

は 再 選 出 を そ れ ぞ れ ３ 週 間 (長 期 休 業 中 を 含 ま な い )以 内 に 行 う 。 そ

の 場 合 の 任 期 は 残 存 期 間 と す る 。  

第 4 3 条  次 の 場 合 に は 総 会 で 役 員 ・ 議 長 団 の 信 任 投 票 を 行 う 。  

 １ ． 全 会 員 の ５ 分 の １ 以 上 の 罷 免 要 求 が 選 挙 管 理 員 会 に 提 出 さ れ た 場 合 。  

 ２ ． 中 央 員 会 の ３ 分 の ２ 以 上 の 罷 免 要 求 が 選 挙 管 理 員 会 に 提 出 さ れ た 場 合 。  

第 4 4 条  役 員 ・ 議 長 団 選 挙 の た め に 選 挙 管 理 委 員 会 を 置 く 。 選 挙 管 理 委 員 会

は ４ 月 に 各 ク ラ ス よ り １ 名 ず つ 選 出 さ れ る 。 そ の 任 期 は １ カ 年 と し 、

欠 員 の 補 充 は 直 ち に 行 い 、 補 欠 委 員 の 任 期 は 残 存 期 間 と す る 。 選 挙

管 理 委 員 会 は 、 そ の 職 に つ い た ま ま 立 候 補 す る こ と は で き な い 。  

第 4 5 条  役 員 ・ 議 長 団 選 挙 に 関 す る そ の 他 の 細 則 は 別 に 定 め る 。  
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第 ８ 章  会  計  

第 4 6 条  本 会 の 運 営 費 に は 会 費 お よ び 寄 付 金 な ど を 充 て る 。  

第 4 7 条  本 会 の 会 費 は 年 額 6 , 0 0 0 円 と す る 。  

第 4 8 条  本 会 の 会 計 年 度 は ４ 月 １ 日 よ り 翌 年 ３ 月 末 日 ま で と す る 。  

第 4 9 条  予 算 は 委 員 会 お よ び 各 部 の 要 求 に 基 づ き 、 顧 問 が 原 案 を 作 成 、 中 央

委 員 会 で の 審 議 決 定 を 経 て 総 会 で 最 終 決 定 す る 。  

第 5 0 条  決 算 は 会 計 監 査 委 員 会 の 監 査 を 受 け た 後 、 定 例 総 会 で 承 認 を 受 け る 。  

 

第 ９ 章  会 計 監 査 委 員 会  

第 5 1 条  本 会 は 総 会 に 直 属 す る 会 計 監 査 委 員 会 を 置 く 。  

第 5 2 条  会 計 監 査 委 員 会 は 本 会 の 会 計 一 切 を 監 査 し 、 定 例 総 会 で そ の 結 果 を

報 告 す る 。  

第 5 3 条  会 計 監 査 委 員 は 、 役 員 ・ 議 長 団 ・ 正 副 ホ ー ム ル ー ム 長 ・ 執 行 系 委 員

・ 選 挙 管 理 委 員 を 除 き 、 各 ク ラ ス よ り １ 名 を ４ 月 に 選 出 す る 。 部 の

部 長 ・ 副 部 長 ・ 会 計 が 委 員 長 ・ 副 委 員 長 ・ 書 記 ・ 会 計 に  選 出 さ れ

た 場 合 は そ の 役 を 辞 任 す る 。 任 期 は １ カ 年 と し 、 欠 員 の 補 充 は 第 4 2

条 に 準 ず る 。     

 

付  則  

第 5 4 条  本 会 の 議 決 事 項 は 学 校 長 の 承 認 を 経 て 実 施 さ れ る 。  

第 5 5 条  中 央 委 員 会 、 執 行 系 委 員 会 、 部 長 会 、 部 ・ 同 好 会 お よ び 会 計 監 査 委

員 会 、 選 挙 管 理 委 員 会 に は １ 名 以 上 の 顧 問 教 諭 を 置 く 。  

第 5 6 条  こ の 規 約 の 改 正 は 総 会 で 行 う 。  

第 5 7 条  本 規 約 は 令 和 ７ 年 ５ 月 １ ４ 日 よ り 施 行 す る  

第 5 8 条  本 規 約 施 行 以 前 の 校 友 会 に 属 す る 一 切 の 金 銭 物 品 は 本 会 に 移 管 さ れ

る 。  
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生 徒 会 組 織 図  
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- 34 - 

役 員 ・ 議 長 団 選 挙 細 則  

 

第 １ 条  役 員 ・ 議 長 団 選 挙 の 期 日 は 選 挙 管 理 員 会 が 決 定 し 、 投 票 日 の ２ 週 間

以 前 に 公 示 す る 。  

第 ２ 条  役 員 選 挙 は 会 長 選 挙 ・ 副 会 長 選 挙 ・ 書 記 選 挙 ・ 会 計 選 挙 に 分 け る 。  

第 ３ 条  立 候 補 者 は 公 示 の １ 週 間 前 ま で に そ の 立 候 補 し よ う と す る 役 員 名 ・

学 年 学 級 ・ 氏 名 ・ 推 薦 者 名 を 選 挙 管 理 委 員 会 に 届 け 出 る 。  

第 ４ 条  各 役 員 の 立 候 補 者 が 定 数 に 満 た な い 場 合 は 、 原 則 と し て 立 候 補 者 が

出 る ま で 選 挙 活 動 を 除 く 生 徒 会 活 動 を 一 時 停 止 す る 。 停 止 期 日 な ど

は 選 挙 管 理 委 員 会 が 発 議 し 、 中 央 委 員 会 で 決 定 し 、 生 徒 会 長 が 宣 言

す る 。  

      な お 、 再 開 宣 言 に つ い て は 立 候 補 者 が 定 数 に 満 ち た 時 点 で 会 長 に よ

っ て 行 わ れ る 。  

第 ５ 条  選 挙 管 理 委 員 会 は 、 立 候 補 者 の 立 会 演 説 会 を 開 か な け れ ば な ら な い 。

そ の 日 時 場 所 は 、 選 挙 管 理 委 員 会 が 決 定 す る 。  

第 ６ 条  選 挙 活 動 は 、 選 挙 管 理 委 員 会 の 承 認 を 得 て 行 う 。  

第 ７ 条  投 票 は 無 記 名 に よ り 、 会 長 選 挙 は 単 記 、 副 会 長 ・ 書 記 ･会 計 選 挙 は ２

名 連 記 と す る 。  

第 ８ 条  信 任 ･不 信 任 ・ 白 票 の 和 を 有 効 投 票 数 と し 、 法 定 得 票 数 は 有 効 投 票 数

を 定 員 数 で 除 し た も の に ３ 分 の １ を 乗 じ た 票 数 と す る 。  

第 ９ 条  法 定 得 票 数 に 達 し た も の の う ち 、 最 高 得 票 者 よ り 数 え て 定 員 ま で を

当 選 と す る 。  

第 1 0 条  得 票 数 が 同 じ た め 、 当 落 を 決 定 で き な い 場 合 は 、 そ の 候 補 者 に つ い

て 決 戦 投 票 を 行 う 。  

第 1 1 条  立 候 補 者 が 定 数 の 場 合 は 信 任 投 票 を 行 う 。 そ の 場 合 は 各 立 候 補 者 の

有 効 投 票 数 の ２ 分 の １ 以 上 が 信 任 票 の と き 、 信 任 と す る 。  

第 1 2 条   役 員 ・ 議 長 団 選 挙 に 関 す る そ の 他 の 細 則 は 、 選 挙 管 理 委 員 会 が 定 め

る 。  
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選 挙 管 理 に 関 す る 細 則  

 

第 １ 条   選 挙 運 動 は 、 投 票 日 の 前 日 ま で と し 、 毎 日 午 後 ４ 時 ま で 認 め る 。  

第 ２ 条  ビ ラ ・ チ ラ シ 類 の 配 布 は 認 め な い 。  

第 ３ 条  貼 り 紙 は 候 補 者 １ 名 に つ き ５ 枚 以 内 と し 、 そ の 場 所 は 選 挙 管 理 委 員

会 が 指 定 す る 。  

第 ４ 条  立 候 補 者 の 辞 退 は 、 立 候 補 受 付 締 切 ま で に 申 し 出 な け れ ば な ら な い 。  

第 ５ 条  選 挙 運 動 は 、 投 票 日 に は 一 切 し て は な ら な い 。 貼 り 紙 は す べ て 前 日

の 午 後 ５ 時 ま で に 立 候 補 者 が 回 収 し 、 選 挙 管 理 委 員 会 に 届 け る 。  

第 ６ 条  役 員 ・ 議 長 団 選 挙 細 則 第 ６ 条 お よ び 選 挙 管 理 に 関 す る 細 則 に 違 反 し

た 場 合 、 そ の 立 候 補 者 は 失 格 と す る 。  

 

 

 

部 ・ 同 好 会 の 承 認 ・ 改 廃 に 関 す る 規 定  

 

１ ． 同 好 会 の 新 設 は 、 次 の 要 件 を 満 た し 、 手 続 き を 経 て 承 認 さ れ る 。  

 ( 1 )  校 内 で 継 続 的 に 活 動 す る 。  

 ( 2 )  ５ 名 以 上 の 会 員 、 １ 名 以 上 の 顧 問 が い る 。  

 ( 3 )  場 所 や 時 間 等 で 既 存 の 部 ･同 好 会 の 活 動 を 妨 げ な い 。  

 ( 4 )  所 定 の 用 紙 に 必 要 事 項 を 記 入 し て 、 役 員 会 に 届 け 出 て 、 中 央 委 員 会 お

よ び 職 員 会 議 の 承 認 を 得 る 。  

（ 5）  そ の 他 、 社 会 情 勢 を み な が ら 設 立 の 承 認 を 判 断 す る 。  

２ ． 部 へ の 昇 格 は 、 次 の 要 件 を 満 た し 、 手 続 き を 経 た と き に 承 認 さ れ る 。  

 ( 1 )  １ 年 以 上 同 好 会 と し て 活 動 し た 。  

 ( 2 )  2 0 名 以 上 の 会 員  

 ( 3 )  1 0 月 末 ま で に 所 定 の 用 紙 に 必 要 事 項 を 記 入 し て 、 役 員 会 に 届 け 出 て 、

中 央 委 員 会 お よ び 職 員 会 議 の 承 認 を 得 る 。  

３ ． 既 存 の 部 は 、 役 員 会 が 行 う 実 態 調 査 で 、 部 員 数 が ３ 年 生 を 除 い て ５ 名 以

下 の と き は 、 同 好 会 に 格 下 げ さ れ る 。  

４ ． 既 存 の 同 好 会 は 、 役 員 会 が 実 施 す る 実 態 調 査 で 、 会 員 数 が ３ 年 生 を 除 い

て ２ 名 未 満 の と き は 、 同 好 会 と し て の 資 格 を 失 う 。  
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豊 島 高 等 学 校 生 徒 総 会 議 事 規 則  

 

第 １ 章  総  則  

１ ． こ の 議 事 規 則 は 生 徒 会 規 約 第 1 2 条 に の っ と り 、 総 会 が 成 立 し た 後 に 発 効

す る 。  

２ ． 本 会 は 議 長 の 開 会 宣 言 に よ っ て 始 め ら れ 、 以 後 閉 会 に 至 る ま で 、 議 長 団

に よ っ て 運 営 さ れ る 。  

３ ． こ の 議 事 規 則 は 定 例 ・ 臨 時 を 問 わ ず 、 総 会 す べ て に 摘 要 さ れ る も の で あ

る 。  

 

第 ２ 章  会  員  

４ ． 会 員 は 会 を 構 成 す る 一 員 と し て 生 徒 総 会 に 出 席 す る 義 務 を 有 し 、 発 言 権

・ 議 決 権 を 有 す る 。  

 

第 ３ 章  議  長  

５ ． 議 長 は 常 に 威 厳 を 保 ち 、 公 平 無 私 を 旨 と す る 。  

６ ． 議 長 は 動 議 の 提 出 権 お よ び 討 論 権 を 持 た な い 。  

７ ． 議 長 は 議 決 権 を 持 た な い が 、 可 否 同 数 の 場 合 は 生 徒 会 規 約 第 1 3 条 に の っ

と り 、 決 裁 権 を 行 使 で き る 。  

８ ． 議 長 は 開 会 ・ 閉 会 を 宣 言 す る 義 務 を 持 つ 。  

９ ． 議 長 は 会 議 中 の す べ て の 評 決 結 果 を 公 表 す る 義 務 を 持 つ 。  

1 0． 議 長 は 会 議 の 秩 序 を 保 ち 、 議 事 整 理 を 行 う 義 務 を 持 つ 。  

1 1． 議 長 の 私 的 発 言 は 許 さ れ な い 。  

1 2． 議 長 団 は 、 会 議 中 交 替 で 議 長 と 副 議 長 を 務 め る こ と が で き る 。  

 

第 ４ 章  提  案  者  

① 議  案  

1 3． 次 の 場 合 に 議 案 と し て 総 会 に 提 出 さ れ る 。  

 ( 1 )  全 会 員 の ２ 分 の １ 以 上 の 要 求 に よ る も の 。  

 ( 2 )  中 央 委 員 会 よ り 提 出 さ れ た も の 。  

 ( 3 )  学 校 長 の 要 求 に よ る も の  

 ( 4 )  議 案 提 出 を 総 会 で 付 託 さ れ た も の 。  

1 4． 議 案 の 提 案 者 は 必 ず 会 に 出 席 し 、 議 長 の 指 示 に 従 い 、 常 に 議 長 と 連 絡 の

と れ る 所 に い る こ と を 義 務 と す る 。  

1 5． 議 案 の 提 案 者 は 、 そ の 提 案 に 対 す る 質 問 に は 、 簡 潔 に 答 え な け れ ば な ら

な い 。  
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② 動  議  

1 6． 動 議 は 、 総 会 で 会 員 に よ っ て 提 出 さ れ る 。  

1 7． 動 議 の 提 案 者 は 、 議 長 の 指 示 に 従 い 、 提 案 理 由 お よ び 提 案 内 容 を 約 ３ 分

の 持 ち 時 間 内 に 簡 潔 に 説 明 し な け れ ば な ら な い 。  

1 8． 動 議 は 出 席 者 の １ ０ 分 の １ 以 上 の 挙 手 を も っ て 成 立 し 議 題 と な る 。  

1 9． 動 議 が 成 立 し 議 題 に な っ た 時 、 提 案 者 は 、 自 分 の 出 し た 提 案 に 対 す る 質

問 に は 、 簡 潔 に 答 え な け れ ば な ら な い 。  

 

第 ５ 章  発  言  者  

2 0． 発 言 者 は 議 長 の 許 可 を 得 て 、 学 年 ・ 組 ・ 氏 名 を 述 べ て 、 簡 潔 に 説 明 す る 。  

2 1． 発 言 は 自 由 で あ り 、 そ の 内 容 に 制 約 を 受 け る こ と は な い が 、 他 人 の 人 格

や 権 利 を 侵 害 す る よ う な 発 言 お よ び 議 題 か ら そ れ た 発 言 は 議 長 に よ り 制 約

を 受 け る こ と が あ る 。  

2 2． 発 言 者 は 時 間 の 制 約 を 受 け る こ と も あ る 。  

2 3． 発 言 者 は 発 言 の 際 、 議 長 の 指 示 判 断 が 正 当 に 規 則 に 基 づ い て い る 限 り 、

議 長 の 指 示 に 従 わ な け れ ば な ら な い 。  

2 4． 発 言 は 議 長 の 指 定 し た 時 間 内 に 限 る が 、 会 議 ・ 議 事 の 進 行 に 関 す る 発 言

は い か な る 時 に も 許 さ れ る 。  

 

第 ６ 章  会 議 ・ 議 事 の 進 行 に 関 す る 動 議  

 

  討 論  修 正  表  決  備 考  

１  議 長 リ コ ー ル  

（ 他 の 議 長 団 ２ 名 が 議 長 を

 行 う ）  

不 可  不 可  過 半 数  こ の 動 議 は 議 長 (議 長 団 )の 運

営 に つ い て の 質 問 を し た の ち

に 提 出 す る 。  

２  議 長 団 リ コ ー ル  

（ 会 長 が こ れ を 代 行 ）  

不 可  不 可  過 半 数  

３  閉 会 動 議  不 可  不 可  過 半 数  会 議 を 閉 じ よ う と い う 提 案  

４  休 憩 動 議  不 可  可  過 半 数  休 憩 し よ う と い う 提 案 。 こ の

動 議 は 休 憩 時 間 と 再 開 時 間 が

明 示 さ れ な け れ ば な ら な い 。  

５  議 事 進 行 動 議  可  不 可  過 半 数  議 事 進 行 に 関 す る 異 議 お よ び

議 長 へ の 質 問 等  

６  あ と ま わ し 動 議  不 可  不 可  過 半 数  審 議 中 の 議 事 を あ と 回 し に し

よ う と い う 提 案  
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７  討 議 打 ち 切 り  

(問 題 先 決 )動 議  

不 可  不 可  2 / 3以 上  直 ち に 表 決 し よ う と い う 提 案  

８  期 限 つ き 延 期 動 議   可   可  過 半 数  あ る 時 期 ま で 審 議 を 延 期 し よ

う と い う 提 案 。 こ の 動 議 は 次

回 審 議 の 時 と 場 所 が 明 示 さ れ

な け れ ば な ら な い 。  

９  付 託 動 議   可   可  過 半 数  各 種 の 委 員 会 に 審 議 し て も ら

お う と い う 提 案 。  

1 0  修 正 動 議   可   可  過 半 数  議 案 ・ 主 要 動 議 の 一 部 を 改 め

よ う と い う 提 案 。 こ の 動 議 は

原 動 議 と 同 じ 条 件 に 関 す る も

の で な け れ ば な ら な い 。 ま た

、 こ の 動 議 は 討 議 打 ち 切 り (

問 題 先 決 )動 議 が 可 決 さ れ た

後 は 提 出 で き な い 。  

1 1  主 要 動 議   可   可  過 半 数  予 算 議 案 の 審 議 終 了 後 、 問 題

の 提 起 お よ び 解 決 案 を 総 会 で

主 要 動 議 と し て 提 案 す る 。  

 

    

第 ７ 章  そ  の  他  

2 5． 議 事 録 は 生 徒 会 書 記 に よ っ て 記 録 さ れ 保 管 さ れ る 。  

2 6． 議 事 進 行 中 の 入 退 場 は 原 則 と し て 、 議 長 ま た は そ の 代 理 人 の 許 可 を 得 な

け れ ば な ら な い 。  
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生 徒 会 室 お よ び 部 室 管 理 使 用 規 定  

 

 生 徒 会 室 お よ び 部 室 (以 下 単 に 部 室 と 称 す る )は 、 他 の 学 校 施 設 と 同 様 に 学 校

長 が 管 理 責 任 を 持 つ 公 共 物 で あ り 、 今 後 永 年 に わ た り 豊 島 高 校 の 後 輩 が 受 け

継 ぎ 使 用 す る も の で あ る 。 こ の た め 、 管 理 使 用 規 定 を 定 め 、 こ れ を 守 っ て 有

効 か つ 大 切 に 使 用 す る も の と す る 。  

第 １ 条  利 用 目 的  

１ ． 生 徒 会 室 は 、 役 員 会 ・ 各 種 委 員 会 の 活 動 場 所 、 器 具 お よ び 資 料 の 保 管 場

所 と し て 使 用 す る 。  

２ ． 部 室 は 各 部 の 用 具 置 き 場 と し て 使 用 す る 。  

第 ２ 条  使 用 上 の 注 意  

１ ． 割 り 当 て ら れ た 各 室 の 使 用 上 の 責 任 は 、 生 徒 会 室 の 責 任 者 ・ 部 長 が こ れ

を 負 う 。  

２ ． 各 部 室 の 鍵 は 、 各 顧 問 が 責 任 を も っ て 保 管 す る 。  

３ ． 錠 前 ・ 鍵 の 保 全 に 注 意 し 、 破 損 ・ 紛 失 な ど の 場 合 に は 生 徒 部 お よ び 顧 問

に 速 や か に 連 絡 す る 。  

４ ． 部 室 は 常 に 清 潔 に 保 ち 、 整 頓 さ れ て い な け れ ば な ら な い 。  

５ ． 部 室 の う ち 、 共 用 部 分 (便 所 ・ 廊 下 ・ 前 庭 等 )の 清 整 は 、 使 用 し た 部 で 行 う 。  

６ ． 各 室 の 使 用 後 の 整 理 (戸 締 ま り ・ 消 灯 ・ 清 掃 )に 注 意 す る 。 使 用 中 以 外 は 必

ず 鍵 を か け て お く 。  

第 ３ 条  禁 止 事 項  

１ ． 生 徒 部 あ る い は 顧 問 の 許 可 な し に 、 部 外 者 や 学 校 関 係 者 以 外 の 者 が 立 ち

入 る こ と 。  

２ ． 壁 ・ ド ア な ど に 直 接 文 字 を 書 い た り 傷 つ け た り 、 ポ ス タ ー 類 を 貼 る こ と 。  

３ ． 恒 久 的 な 設 備 (間 仕 切 り ・ 棚 な ど )を す る こ と 。  

４ ． 活 動 時 間 以 外 の 時 間 に 使 用 す る こ と 。  

５ ． 机 ・ 椅 子 な ど の 備 品 を 、 許 可 な く 持 ち 込 む こ と 。  

６ ． 使 用 中 に 内 部 か ら 鍵 を か け る こ と 。  

第 ４ 条  使 用 の 停 止 ・ 明 け 渡 し の 義 務  

１ ． 管 理 使 用 規 定 の 条 項 に 違 反 し た 場 合 、 そ の 個 人 あ る い は 部 に 対 し て 、 使

用 禁 止 そ の 他 の 指 示 を す る 。  

２ ． 休 部 ・ 廃 部 の 場 合 は 、 速 や か に 部 室 を あ け 、 該 当 部 室 の 使 用 に つ い て 審

議 決 定 す る 。  
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附  記  

 こ の 規 定 は 昭 和 5 2 年 度 生 徒 会 中 央 委 員 会 ・ 職 員 会 議 の 承 認 を 得 た も の で 、

昭 和 5 2 年 1 1 月 １ 日 よ り 実 施 す る 。  

 こ の 規 定 は 令 和 ７ 年 度 生 徒 会 中 央 委 員 会 ・ 職 員 会 議 の 承 認 を 得 た も の で 、

令 和 ７ 年 5 月 1 4 日 よ り 実 施 す る 。  
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